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１）検討および人材の選定フロー

● 外部人材の登用方法について、下記の検討および人材選定フローに基づき検討を行います。

外部人材登用の基本方針

図 検討および人材の選定フロー

人材派遣を開始

派遣元企業と基本協定を締結

地域活性化起業人制度活用に向けた意見交換

派遣条件（職務、期間等）の調整・協議

個人契約も含め、一般公募に切り替え

一般公募の登用条件の検討

一般公募・選定

企業派遣意向がある企業の公募・選定

契約条件（職務、期間等）の調整・協議

人材登用を開始

人材個人と契約締結

人材派遣実績がある企業への相談 公募（町HP、総務省HP等）

マネージャー人材、リーダー人材ともに企業からの

派遣を基本に、意向がない場合を考慮して一般公

募を視野に入れる

【リーダー人材】に関しては、
企業派遣に関心あり

【マネージャー人材】に関しては、
企業派遣に関心なし→一般公募



２）人材派遣実績がある企業への相談結果と登用状況
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● 外部人材の登用に向け、まずは人材派遣実績がある企業に対して、芦屋港活性化事業に対する人材派遣可能性につ

いて相談するとともに、町ホームページ等を通じて公募を行いました。相談した企業から得られたご意見は下記のとおりです。

【外部人材の登用方法について】

⚫ 「マネージャー人材」は、企業派遣ではなく、個人契約も含めた一般公募により募集・登用する。

⚫ 「リーダー人材」に関する企業からの派遣可能性について、引き続き、企業等に相談する。

※ただし、リーダー人材はマネージャー人材の意向も踏まえた登用が望ましいため、まずはマネージャー人材の登用に向けた検討等をすすめる。

人
材
派
遣
の
可
能
性
に
関
す
る
企
業

へ
の
相
談
概
要

調査目的 •地域活性化起業人制度等を活用した、企業からのマネージャー人材の派遣可能性を探るため。

アプローチした

企業

•７業種 計20社程度（観光・旅行業、広告業、情報・通信業、飲食業、サービス業、建設業、シンクタンク）

•全国的に展開している企業

公募
•町ホームページ、総務省ホームページにて情報公開及び募集

•一般社団法人 移住・交流推進機構に相談（JION）

実施期間 •令和４年11月～令和４年１月の約３か月間

主な

相談内容

•地域への人材派遣実績

•自社からのマネージャー人材派遣の可能性

•自社からのマネージャー人材派遣が難しい場合、人材派遣に関する意見・アイデア 等

表 人材派遣の可能性に関する企業への相談概要

企
業
か
ら

得
ら
れ
た
意
見

マネージャー

人材

•求められるスキルが高く、派遣できる人がいない（もしくは、派遣すると自社の経営ができなくなる）

•マネージャー人材の派遣が、自社の利益につながれば派遣を検討できる

•地域内調整等が重要となるため、地域に所縁がある方がよく、企業からの人材派遣により登用することは難しい。

リーダー人材 •求められるスキルが具体的かつ専門性があるリーダー人材であれば、企業からの派遣により登用することが可能。

表 人材派遣の可能性に関して企業から得られた意見



3

登用条件の詳細を検討・登用に向けた調整

（企業派遣の意向を示した事業者と調整）

一般公募 人材選定

事業者の意向がない場合

【一般公募】に切り替え 公募に向けた
調整

事業者に対して、企業派遣の意向有無を確認

※1号上屋利活用に関する公募型サウンディング調査と

あわせて、事業者の意向を確認

R3年度 R4年度

10月～12月 1月～3月 4月以降～

●人材登用

（登用開始時期は、企業派遣の

意向を示した事業者と調整）

●人材登用

（登用開始時期は、本人と調整）

３）検討および人材選定のスケジュール

● 検討および人材選定のスケジュールは、下記とします。

● マネージャー人材に関しては、前ページに示した通り一般公募に切り替え、令和４年度６月頃の人材登用を目標に、公

募条件の具体化～公募・選定をすすめていきます。

一般公募に向けて、他自治体の

事例等を参考に

公募条件を検討

（複数の方が応募可能な募集条件、

魅力を感じられる条件を探る）

R3年度 R4年度

1月 ～６月頃２月 ３月 ４月

外部人材登用条件案の作成

（条件案は、エリアマネジメント

専門分科会、芦屋港活性化

推進委員会で確認）

人材の一般公募 人材選定・決定 ●人材登用

（登用開始時期は、

本人と調整）

企業からのリーダー人材派遣の可能性について、企業等に相談・検討

（マネージャー人材決定後、マネージャー人材と相談のうえ、リーダー人材登用に向けて具体的に動き出す）



管理運営組織イメージ図（将来像） 参考資料（第５回分科会資料抜粋）
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⚫ 管理運営組織自体が儲ける事業体（自走化）

⚫ 管理運営組織と行政は観光推進戦略の観点で連携

⚫ 行政は各施設や観光事業、公益部分に対し支援

・施設の管理運営
・施設に関連する事業の
展開

・観光案内
・観光オペレーション
・プロモーション
・イベント 等

・海浜公園
・緑地帯
・海辺のプロムナード
・パブリックスペース 等

芦屋町

各施設 観光事業の実施 公益部分

芦屋町

施設の補修等
施設所有者としての役割 事業補助

指定管理料または
業務委託料の支払い

出資

管理運営組織

観光部門 パブリック部門事業部門

事務局

（法人格を有する組織）

施設運営事業者
（指定管理事業）
との連携

芦屋町

観光協会

商工会

学術機関
（大学 等）

農協

遠賀漁協

金融機関
（芦屋町金融団）

町内施設の
指定管理者

芦屋釜の里

（任意組織）

観光プロジェクト会議
（仮称）

・町内人材・組織のネットワーク化
（ヒト・コト・モノを繋げる）
・情報共有
・町の観光推進戦略の立案・評価 等

管理運営組織

観光部門への融合検討

・・・

町内
団体・企業

町内
団体・企業

図 人材登用と組織形成のイメージ（将来像）



管理運営組織イメージ図（設立当初） 参考資料（第５回分科会資料抜粋）
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⚫ 管理運営組織の形成には、それを担う人材が必要不可欠

⚫ 行政は組織設立のための人材登用に要する経費を負担

・全体の事業マネジメント
・各施設（運営事業者）間との調整、連携
・地元事業者や町内関係団体との連携
・専門的な技術や知識の継承（人材育成）

など

管理運営組織

観光部門 パブリック部門

・マネージャーが担う役割を
分担、サポート

・施設の管理運営
・施設に関連する事業の展開

各施設

事業部門

マネージャー人材
（プロジェクトマネージャー）

リーダー人材
（マネージャー補佐）

・観光案内
・観光オペレーション
・プロモーション
・イベント 等

観光事業の実施

・海浜公園
・緑地帯
・海辺のプロムナード
・パブリックスペース 等

公益部分

・・・・・・事務局

図 人材登用と組織形成のイメージ（設立当初）



ロードマップ（案） 参考資料
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図 ロードマップ（案）


